
弓道場 

（単位：円） 

区分 

午前 

９時から12時ま

で 

午後 

12時から17時ま

で 

全日 

９時から17時ま

で 

夜間 

17時から21時まで 

一般 個人 160 220 380 １時間につき 110 

団体 1,100 1,320 2,420 １時間につき 660 

児童・生

徒 

個人 110 110 220 １時間につき 50 

団体 550 660 1,210 １時間につき 330 

備考 

１ 的の張り替えは、利用者の負担とする。 

２ 団体は、20人以上とする。 

３ 時間外の使用料は、１時間（１時間未満の端数は、１時間とする。）につき全日使用料の５

分の１に相当する額とする。 

付記 有料公園施設をその設置目的以外に利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の３割

増しとする。 


